
 

第３章 海岸の管理に関する事項 
 

海岸保全に関する基本的事項である海岸の防護・環境・利用に関する施策を実現していく

ために、海岸保全施設の整備に関するハード面での対応のほかに、海岸の管理を適切に実行

していくことも重要である。以下に海岸の管理に関するソフト面における対応を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．日常的な管理に関する事項 ① 海岸の監視及び点検

② 海岸における規制措置

③ 海岸管理者以外の者が管理する

　 海岸保全施設

④ 市町長による海岸の管理

① ごみの不法投棄２．環境問題への対応

② 漂着ごみ

③ 景観及び貴重な生物への配慮

① マナーの向上

② 海岸愛護活動

３．啓発活動

⑤ 災害への対応
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１．  日常的な管理に関する事項 
① 海岸の監視及び点検 

海岸保全施設や利便施設はもとより、砂浜などについても定期的なパトロールを行うとと

もに、地域住民などからの情報提供も活用して、施設の汚損や破損等の危険箇所の発見に努

め、背後地の安全と快適な海岸利用の確保を図る。 

 

② 海岸における規制措置 

海岸の占用については、海岸がすべての人に開放された財産であることから、幅広い海岸

利用を阻害しないよう努めるとともに、海岸利用の利便性の向上に資するよう配慮する。 

土石の採取については、海岸の侵食傾向が認められる海岸では、原則的には許可しないも

のとし、その他の行為についても、海岸保全に悪影響を及ぼさないよう慎重に対応すること

とする。海岸の状況に応じて自動車の乗り入れや土石の投棄等の規制も実施する。 

なお、規制措置に違反した者に対しては、原状回復または費用の負担を求め、海岸の保全

を図る。 

 

③ 海岸管理者以外の者が管理する海岸保全施設 

海岸の保全にあたっては、海岸管理者以外の者が管理する海岸保全施設が適切に管理され

ることも重要なことであるため、海岸保全施設を管理する海岸管理者以外の者が、適切な管

理を行っているかを監督し、必要があれば改善の指導・命令などにより、海岸の保全を確保

する。 

 

④ 市町長による海岸の管理 

日常的な海岸の管理は、県よりも

地元住民とより密接な関係を有する

市町が実施することが望ましいこと

から、積極的に市町が管理できるよ

うにする。 

 

⑤ 災害への対応 

高潮（越波）や侵食を防止するた

め、着実な施設整備と適切な管理を

行うとともに、高波浪時(津波)など

における避難や監視の体制を関係市

町などとともに強化し、海岸背後地

の住民の安全を確保する。 

高波浪(津波)などが発生した場合には、速やかに海岸を点検し、海岸保全施設の被災が発

見された場合には、速やかな復旧を行い、安全を確保する。 

海岸管理における市町参画の拡大 
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また、高潮や津波等の災害に備え、海岸管理者は浸水が想定される地域について事前に把

握し、浸水予測図等を作成するとともに、避難に適切な場所、避難路を指定する。加えて、

地域住民や自主防災組織等の協力を得ながら、平常時から災害弱者に係る避難誘導体制の整

備に努めるなど、防災意識の高揚と防災に関する知識の普及を図る。 

 

２．  環境問題への対応 
① ごみの不法投棄 

ごみの不法投棄による海岸の汚損が目立つことから、関係機関と連携してパトロールなど

を行い、不法投棄を防止するとともに、不法投棄を発見した場合には、刑事告発を含め、厳

正に対処する。 

 

② 漂着ごみ 

異常出水や高波浪等により、海岸には多量のごみが漂着している。漂着ごみについては、

河川管理者や河川流域の市町とも連携して対策を進めるとともに、漂着したごみの処理方法

については、関係市町と県とで定めたルールにより処理を行う。 

主に河川からの出水等によって発生した大規模漂着流木は、沿岸域における様々な活動に

支障を与えることから、関係機関と連携して迅速な対応を図るとともに、災害関連緊急大規

模漂着流木等処理対策事業などの国の事業の活用により、漂着流木等の処理を行う。 

 

③ 景観及び貴重な生物への配慮 

本県の海岸（海域）は、大部分が瀬戸内海国立公園に指定されているように優れた景観や

豊かな生物環境を誇っていることから、関係機関と連携して景観及び貴重な生物の生息環境

の保全に努める。 

 

 

３．  啓発活動 
① マナーの向上 

ごみ問題をはじめとして、人々のマナーの向上により解決・改善できる問題は数多いこと

から、マナーの向上を図るための啓発活動などを行うとともに、向上が図られない場合には、

規制の強化も検討する。 

 

② 海岸愛護活動 

海岸の保全の重要性に鑑み、地域活動や、ボランティア活動を支援し、学校などとも連携

して海岸愛護思想の普及に努める。 
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